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５月１７日（金）に令和６年度第１回学校運営協議会が開催されました。
今回は、年度初めということもあり、精道中学校の学校運営の基本方針（精道中学校ではグラン

ドデザインと称されています）の承認や今後の協議会のテーマや方向性について協議されました。
学校長の学校運営の基本方針や協議会のテーマの説明後、協議会委員からは、本年度より校内サ

ポートルームに配置されたPEACEサポーターがいることで生徒が安心して登校できる環境となって
いることやタブレット端末の使い方のルール、SNSの使い方に対する指導など多岐にわたって意見
や質問が出ました。
今後も、それぞれ協議会委員の立場から様々なご意見をいただきながら協議を進めていきます。

学校運営協議会は、学校と保護者や地域住民が共に知恵を出し
合い、学校運営に意見を反映することで、それぞれが役割を担っ
て協働しながら、子どもたちの豊かな成長を支え「地域とともに
ある学校づくり」を進めるための法律に基づいた仕組みとなって
います。そこで、学校運営協議会を推進することによって、学校
と保護者、地域住民との信頼関係を深め、さらに三者が一体と
なって学校運営の改善と児童生徒の健全育成に取り組んでいきま
す。

学校運営協議会とは・・・
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